
 

明石市空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条例 

明石市空家等の適正な管理に関する条例（平成２７年条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

改   正 現   行 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（空家等対策計画）  

第３条の２ 市は、法第７条第１項の規定によ

り、空家等対策計画を定めるものとする。 

（新 設） 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

 

(１) 空家等に関する対策の対象とする地区

及び対象とする空家等の種類その他の空家

等に関する対策に関する基本的な方針 

 

(２) 計画期間  

(３) 空家等の調査に関する事項  

(４) 所有者等による空家等の適切な管理の

促進に関する事項 

 

(５) 空家等の跡地の活用の促進に関する事

項 

 

(６) 特定空家等に対する措置その他の特定

空家等への対処に関する事項 

 

(７) 住民等からの空家等に関する相談への

対応に関する事項 

 

(８) 空家等に関する対策の実施体制に関す

る事項 

 

(９) その他空家等に関する対策の実施に関

し必要な事項 

 

３ 市長は、法第７条第12項（同条第14項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、

空家等対策計画を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

 

４ 市長は、空家等に関する情勢の変化を勘案

し、及び空家等に関する施策の効果に関する

評価を踏まえ、おおむね10年ごとに、空家等

対策計画の見直しを行い、必要な変更を行う

ものとする。 

 

案 



第４条～第７条 （略） 第４条～第７条 （略） 

（管理不全空家等又は特定空家等に対する勧

告に関する意見聴取等） 

（管理不全空家等又は特定空家等に対する勧

告に関する意見聴取等） 

第８条 市長は、法第13条第２項又は法第22条

第２項の規定による勧告をしようとするとき

は、あらかじめ、市長が別に定める審議の手

続を経るものとする。 

第８条 市長は、法第13条第２項又は法第22条

第２項の規定による勧告をしようとするとき

は、あらかじめ、市長が別に定める審議の手

続を経るものとする。 

２ 市長は、法第13条第２項又は法第22条第２

項の規定による勧告をしようとするときは、

規則で定めるところにより、あらかじめ、当

該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を

述べる機会を与えるものとする。 

２ 市長は、法第13条第２項又は法第22条第２

項の規定による勧告をしようとするときは、

規則で定めるところにより、あらかじめ、当

該勧告に係る特定空家等の所有者等に意見を

述べる機会を与えるものとする。 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


